
令和２年１１月１０日 

総 務 大 臣 

  武 田  良 太  殿 

日 本 放 送 協 会 

会 長  前 田  晃 伸 

放送法第２０条第２項第２号及び第３号の業務の実施基準の変更に関する 

認可申請について 

 放送法第２０条第２項第２号及び第３号の業務の実施基準を変更することとしたいの

で、放送法第２０条第９項及び放送法施行規則第１２条の３の規定に基づき、下記のと

おり認可申請します。 

記 

１ 変更しようとする実施基準及びその概要 

 実施基準の変更内容は別紙「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準 変更案」

のとおりであり、業務の実施状況の評価、実施方法、実施に要する費用等に関する

規定について、所要の変更を行うもの。 

２ 変更しようとする理由 

  今後の業務の実施態様を勘案して必要な見直しを行おうとするもの。 

３ 実施しようとする期日 

令和３年４月１日 

【添付書類】 

・ インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠（別添１）

・ その他参考となるべき事項（別添２）

別添１
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ＮＨＫインターネット活用業務実施基準 変更案 

※下線部分は変更部分 
現 行 変更案 

（実施状況の公表、評価および改善） 
第８条 ＜略＞ 
２ インターネット活用業務の実施状況につい
て、少なくとも３年ごとに、前項の評価の結
果も踏まえて評価を行うとともに、その結果
に基づき必要があると認める場合には、当該
業務の改善を図るための措置（この基準の見
直しを含む。）を講ずる。 

 
３ ＜略＞ 

（実施状況の公表、評価および改善） 
第８条 ＜同左＞ 
２ インターネット活用業務の実施状況につい
て、少なくとも３年ごとに、前項の評価の結
果も踏まえて、技術の発達および需要の動向
その他の事情を勘案して評価を行うととも
に、その結果に基づき必要があると認める場
合には、当該業務の改善を図るための措置
（この基準の見直しを含む。）を講ずる。 

３ ＜同左＞ 
（インターネット活用業務審査・評価委員会） 
第９条 ＜略＞ 
２・３ ＜略＞ 
４ 審査・評価委員会は、実施計画の策定なら
びに前条第１項および第２項の評価のために
必要と認めるときは、インターネット活用業
務に係るサービスと同種のサービスを行う事
業者（以下「競合事業者」という。）および
協会が委託等によりインターネット活用業務
の一部を担わせる事業者（以下「外部事業
者」という。）に意見を求めることができ
る。 

５～７ ＜略＞ 

（インターネット活用業務審査・評価委員会） 
第９条 ＜同左＞ 
２・３ ＜同左＞ 
４ 審査・評価委員会は、実施計画の策定なら
びに前条第１項および第２項の評価に関して
見解を述べるために必要と認めるときは、イ
ンターネット活用業務に係るサービスと同種
のサービスを行う事業者（以下「競合事業
者」という。）および協会が委託等によりイ
ンターネット活用業務の一部を担わせる事業
者（以下「外部事業者」という。）に意見を
求めることができる。 

５～７ ＜同左＞ 
（業務の実施方法） 
第１４条 ＜略＞ 
２ ＜略＞ 
３ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供期
間および時間については、同表の右欄に掲げ
るとおりとする。 
１～６ ＜略＞  ＜略＞ 
７ 第１３条第１
項第１号エ(ｱ)の
既放送番組（地
上テレビ見逃し
番組配信） 

 

放送日の翌日から起
算して７日以内に終
了する。 

（業務の実施方法） 
第１４条 ＜同左＞ 
２ ＜同左＞ 
３ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供期
間および時間については、同表の右欄に掲げ
るとおりとする。 
１～６ ＜同左＞  ＜同左＞ 
７  第１３条第１
項第１号エ(ｱ)の
既放送番組（地
上テレビ見逃し
番組配信） 

 

放送日の翌日から起
算して７日以内に終
了する。ただし、地
方向け放送番組（同
一内容で全国向けに
再放送した番組を提

（別紙） 
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現 行 変更案 
 
 
 
 
 
８・９ ＜略＞  ＜略＞ 

４ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供対
象地域については、同表の右欄に掲げるとお
りとする。ただし、提供に必要な権利が確保
できない場合等には、表の４の項の放送番組
の提供対象地域を日本国外に、５、８および
９の項の放送番組等の提供対象地域を日本国
内に限ることがある。 
１～３ ＜略＞  ＜略＞ 
４ 第１３条第１項
第１号イ(ｶ)およ
び(ｷ)の放送中番
組 

 
 

制限を設けない。 

５～７ ＜略＞  ＜略＞ 
８ 第１３条第１項
第１号エ(ｲ)およ
び(ｳ)の既放送番
組 

 
 

制限を設けない。 

９ ＜略＞  ＜略＞ 
５ ＜略＞ 

 
 
 
 
 

供 す る 場 合 を 除
く。）については、
放送日の翌日から起
算して１４日以内に
終了する。 

８・９ ＜同左＞  ＜同左＞ 

４ 次の表の左欄に掲げる放送番組等の提供対
象地域については、同表の右欄に掲げるとお
りとする。ただし、提供に必要な権利が確保
できない場合等には、表の４の項の放送番組
の提供対象地域を日本国外に、５、８および
９の項の放送番組等の提供対象地域を日本国
内に限ることがある。 
１～３ ＜同左＞  ＜同左＞ 
４ 第１３条第１項
第１号イ(ｶ)およ
び(ｷ)の放送中番
組 

 
 

(ｷ)のうち邦人向け
協会国際衛星放送の
放送番組に係るもの
を日本国外に限るほ
か、制限を設けな
い。 

５～７ ＜同左＞  ＜同左＞ 
８ 第１３条第１項
第１号エ(ｲ)およ
び(ｳ)の既放送番
組 

(ｳ)のうち邦人向け
協会国際衛星放送の
放送番組に係るもの
を日本国外に限るほ
か、制限を設けな
い。 

９ ＜同左＞  ＜同左＞ 
５ ＜同左＞ 

（業務実施に要する費用） 
第１７条 実施に要する費用については、各年
度の受信料収入の２.５％を上限とする。 

 
 
 
 
 
 
 

（業務実施に要する費用） 
第１７条 実施に要する費用については、放送
法第７１条の２第１項に基づく中期経営計画
の策定または変更に当たって協会の業務およ
び収支の見通しとあわせて検討するものと
し、実施しようとする業務が真に必要で有効
なものか、受信料財源により賄うことが妥当
かなどの観点から不断に点検して抑制的な管
理に努める。 
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現 行 変更案 
 
 
２ 前項の費用については、実施しようとする
業務が真に必要で有効なものか、受信料財源
により賄うことが妥当かなどの観点から検討
し、抑制的な管理に努めるとともに、区分経
理の考え方に則った⼗分な説明と、参考とな
る情報の提供に努めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、大規模災害な
ど国民の生命、身体および財産の保護が必要
な緊急事態の発生や、想定を大きく超える利
用者の増加等により配信経費等が増大したと
きは、前項の上限を超過して国内インター
ネット活用業務を実施することがある。その
場合、他の項からの予算の流用について、予
算総則の定めに従い経営委員会の議決を経る
こととし、当該超過した金額とその理由を協
会のウェブサイトおよび当該年度の業務報告
書に掲載して公表する。 

４ 前項の想定に係る利用見込み等の根拠につ
いては、毎年度の実施計画において明らかに
するものとする。 

２ 実施に要する費用は、年額２００億円を超
えないものとする。 

３ 実施に要する費用については、第４２条第
６項による費用明細表の作成・情報開示をは
じめ、区分経理の考え方に則った⼗分な説明
と、参考となる情報の提供に努めるものとす
る。 

 
４ 第２項の規定にかかわらず、大規模災害な
ど国民の生命、身体および財産の保護が必要
な緊急事態の発生や、想定を大きく超える利
用者の増加等により配信経費等が増大したと
きは、第２項の金額を超過して国内インター
ネット活用業務を実施することがある。その
場合、他の項からの予算の流用について、予
算総則の定めに従い経営委員会の議決を経る
こととし、当該超過した金額とその理由を協
会のウェブサイトおよび当該年度の業務報告
書に掲載して公表する。 

５ ＜同左＞ 

（業務実施に要する費用） 
第３２条 実施に要する費用は、年額１億円を
上限とする。 

（業務実施に要する費用） 
第３２条 実施に要する費用は、年額１億円を
超えない額とする。 

附 則 附 則 
（施行期日等） 
第１条 この基準は、総務大臣の認可を得た日
から施行する。 

２ 平成２９年９月１３日に総務大臣の認可を
得た基準（次項において「旧基準」とい
う。）は、前項に規定する日の前日をもって
廃止する。 

３ ２号有料業務に係るサービスに関する旧基
準第３部１③の「見逃し番組サービス」およ
び「過去番組サービス」の別については、第
１３条第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)の放送中番
組の提供を開始するまでの間、なお従前の例
による。 

（施行期日等） 
第１条 この基準は、令和３年４月１日から施
行する。 

２ 令和２年１月１４日に総務大臣の認可を得
た基準（次項において「旧基準」という。）
は、令和３年３月３１日をもって廃止する。 

 
３ 旧基準附則第５条に則り、令和２年度のイ
ンターネット活用業務を旧基準第１７条第１
項に定める上限を超えて実施した場合、旧基
準附則第５条に定める費用の公表について
は、なお従前の例による。 
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現 行 変更案 
（地上テレビ常時同時配信の段階的実施） 
第２条 第１３条第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)の
放送中番組の提供については、令和元年度の
実施計画において定める当該提供の開始の日
から令和２年３月３１日までの間、第１５条
第２項の措置の円滑な実施に資するよう、設
備への負荷や利用の状況を確認するため、総
合テレビジョン放送および教育テレビジョン
放送の放送番組を一日に各１７時間程度（災
害時等においてはこれを超えることがあ
る。）連続的に提供するものとし、それらを
地上テレビ常時同時配信とみなす。 

２ 令和２年４月１日から当分の間、第１３条
第１項第１号イ(ｱ)および(ｲ)の放送中番組の提
供については、それぞれ提供時間を限定して
行うものとし、それらを地上テレビ常時同時
配信とみなす。具体的な提供時間等について
は、当該事業年度の実施計画において明らか
にする。当該限定の終了については、２号受
信料財源業務に係る実施費用の支出状況、利
用者等の意向・利用状況等を勘案して判断し
たうえで、実施計画においてその計画を明ら
かにする。 

（地上テレビ常時同時配信の段階的実施） 
第２条 当分の間、第１３条第１項第１号イ(ｱ)
および(ｲ)の放送中番組の提供については、そ
れぞれ提供時間を限定して行うことがあり、
それらを地上テレビ常時同時配信とみなす。
具体的な提供時間等については、当該事業年
度の実施計画において明らかにする。当該限
定の終了については、２号受信料財源業務に
係る実施費用の支出状況、利用者等の意向・
利用状況等を勘案して判断したうえで、実施
計画においてその計画を明らかにする。 

（地方向け放送番組の提供に係る計画） 
第３条 令和３年度以降の地方向け放送番組の
提供に係る取り組みについては、令和２年度
中にその計画を明らかにする。 

 
 ＜削除＞ 
 

（オリンピック・パラリンピック東京大会に係
る取り組み） 

第４条 令和２年に開催されるオリンピック・
パラリンピック東京大会（以下「大会」とい
う。）にあたっては、日本で開催されるナ
ショナルイベントに関する情報提供に対する
視聴者・国民の期待に応えるため、他の放送
事業者との連携・協調関係に配慮しつつ、契
約により確保した権利を活用してインター
ネット活用業務を実施する。 

２ 前項に係る業務として、大会の競技・聖火
リレー中継番組および関連番組に係る理解増

（オリンピック・パラリンピック東京大会に係
る取り組み） 

第３条 令和３年に開催予定のオリンピック・
パラリンピック東京大会（以下「大会」とい
う。）にあたっては、日本で開催されるナ
ショナルイベントに関する情報提供に対する
視聴者・国民の期待に応えるため、他の放送
事業者との連携・協調関係に配慮しつつ、契
約により確保した権利を活用してインター
ネット活用業務を実施する。 

２ 前項に係る業務として、大会の競技・聖火
リレー中継番組および関連番組に係る理解増
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現 行 変更案 
進情報の提供を行うこととし、その具体的な
内容については、令和２年度の実施計画にお
いて明らかにする。 

３ 前項の業務のうち専用ウェブサイト・アプ
リケーション等を通じた大会に関する情報の
提供（本項および次項において「対象業務」
という。）に要する費用については、第１７
条第１項の費用の上限とは別に、令和２年度
の実施計画において対象業務の内容および実
施予定額を明示する。 

４ 前項の対象業務の内容および実施予定額を
定めるにあたっては、第１項の趣旨を踏まえ
つつ費用の効率的な管理に努めることとし、
令和２年度の実施予定額は２０億円以下とす
る。 

５ 令和２年度に係る第４２条第６項の費用明
細表には、前項の実施予定額に係る費用の内
訳をあわせて表示する。 

６ 大会に際しては、第１４条第４項に定める
提供対象地域において、競技中継番組および
関連番組について、第１５条第２項第１号の
メッセージを表示しないで地上テレビ常時同
時配信を行うことがある。 

進情報の提供を行うこととし、その具体的な
内容については、令和３年度の実施計画にお
いて明らかにする。 

 ＜削除＞ 
 
 
 
 
 
 
 ＜削除＞ 
 
 
 
 
 ＜削除＞ 
 
 
３ 大会に際しては、第１４条第４項に定める
提供対象地域において、競技中継番組および
関連番組について、第１５条第２項第１号の
メッセージを表示しないで地上テレビ常時同
時配信を行うことがある。 

（令和２年度における業務実施費用の取り扱
い） 

第５条 令和２年度に行うインターネット活用
業務については、次の各号に掲げる新規業務
を円滑に実施するため、第１７条第１項の規
定にかかわらず、予算執行時に同項に定める
上限を超過することがある。その場合、他の
項からの予算の流用について、予算総則の定
めに従い経営委員会の議決を経ることとし、
次の各号に掲げる業務に要した費用を協会の
ウェブサイトおよび令和２年度の業務報告書
に掲載して公表する。ただし、当該超過する
額は、次の各号に掲げる業務に要した費用の
合計または３億円のいずれか小さい額を超え
ないものとする。 

 
 
 ＜削除＞ 
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現 行 変更案 
一 第１０条の業務のうち、地上テレビ見逃
し番組配信による地方向け放送番組の提供
に係るもの 

二 第１２条の業務のうち、自動翻訳技術に
よる字幕を用いて、国際放送および協会国
際衛星放送の放送番組の英語以外の言語に
よる理解増進情報を提供するもの 

（令和元年度の実施計画の届出等） 
第６条 第７条の規定にかかわらず、令和元年
度の実施計画については、この基準の施行の
日以後、遅滞なく総務大臣に届け出るととも
に、協会のウェブサイトに掲載して公表す
る。 

 
 ＜削除＞ 

（第１５条の受信契約の範囲） 
第７条 ＜略＞ 

（第１５条の受信契約の範囲） 
第４条 ＜同左＞ 

（区分経理等に係る経過措置） 
第８条 第４２条に定める費用の整理は、令和
２年４月に始まる事業年度に係る経理から実
施する。なお、平成３１年４月に始まる事業
年度に係る経理については従前の例による
が、附則第３条の規定により地上テレビ常時
同時配信とみなす業務および地上テレビ見逃
し番組配信に係る業務に要する費用について
は、第４２条第６項の趣旨を踏まえ、第８条
第１項に定める実施計画の実施状況に記載
し、同条第３項の規定により公表する。 

 
 ＜削除＞ 
 

（実施基準の見直し） 
第９条 ＜略＞ 

（実施基準の見直し） 
第５条 ＜同左＞ 
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インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 

 

 

 「ＮＨＫインターネット活用業務実施基準 変更案」（以下、「変更案」とい

う。）において示した業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠は、以下

のとおりである。 

 

 

(1) ２号受信料財源業務 

 

ア 実施に要する費用 

実施に要する費用については、放送法第７１条の２第１項に基づく中期

経営計画の策定または変更に当たって協会の業務および収支の見通しとあ

わせて検討するものとし、年額２００億円を超えないものとする。 

 

イ 計上する費用 

一般勘定の「国内放送番組等配信費」および「国際放送番組等配信費」

のうち、２号業務についての実施費用を計上する。 

また、上記業務に係る広報費、給与、退職手当・厚生費、共通管理費、

減価償却費を計上する。 

 

ウ 算定根拠 

放送法第７１条の２第１項に基づく中期経営計画は、令和２年に施行さ

れた改正放送法によって策定・公表することが義務付けられ、協会の中期

的な収支の見通しと経営の基本的な方向、その期間に実施しようとする業

務の内容等を明らかにするものである。そして、２号受信料財源業務の費

用については、この法定の中期経営計画の策定や変更に当たって、業務の

全体像の中でどのようにインターネット活用業務を位置づけ、そのために

必要な費用がどの程度であるかを検討していくことがふさわしいものと考

（別添１） 
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える。本年８月～９月に意見募集を行った際にお示しした「ＮＨＫ経営計

画（2021-2023 年度）（案）」は、改正放送法に基づくものとして初めて策

定する中期経営計画の案である。その中で「『ＮＨＫらしい』充実したコ

ンテンツを、より最適な媒体を通じ、合理的なコストで提供し続ける」と

いう考え方のもとにインターネットを適切に活用することとしていること

からも、協会の業務全体の中でインターネット活用業務のあり方や費用を

検討していくことが適切であると考え、２号受信料財源業務の実施に要す

る費用は、中期経営計画の策定または変更の際に協会の業務および財政の

見通しを踏まえて検討することとした。 

実施に要する費用については、放送受信設備を設置した方からいただい

た受信料を財源として任意業務であるインターネット活用業務を適切な規

模で実施するという考え方を維持し、費用をより一層抑制的に管理する姿

勢で臨む。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた今後の社

会・経済状況の変化等により受信料収入が大きく変動したとしても、常時

同時配信等業務や、地域展開や国際展開など公益性の観点から実施が求め

られる業務を可能な限り十全に実施する観点から、各年度において各々の

業務に要する費用を精査する。 

 

令和３年度を始期とする中期経営計画の対象期間（令和３～５年度）の

費用について、現時点における見通し額を算出するにあたっては、以下の

ことを前提としている。 

国内インターネット活用業務のうち「常時同時配信等業務」については、

２年度予算額を基準にした上で、常時同時配信の時間増などの充実や、利

用者増に伴う費用の増加、配信基盤やセキュリティ・プライバシー対策の

強化などを見込んだ一方で、更なる経費削減の実施等を踏まえて費用を試

算したものである。費用には固定的費用と変動的費用があるが、そのうち

変動的費用については以下のとおり見込んでいる。コンテンツ制作関連費

のうち権料や見逃しファイル制作費等は、３年度以降も抑制的に支出する

ことを想定した。配信関連費のうちＣＤＮ費用等については、３年度には

東京オリンピック・パラリンピックが開催予定であることから「ＮＨＫプ

ラス」サービスの利用量が増加することを想定するととともに、４年度以

降も利用量が緩やかに上昇することを前提とし、３年度以降の費用増額を
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想定している。認証関連費のうち受信契約の照合やコールセンターに要す

る費用については、視聴者の利便性向上の観点から一定の増額を想定して

いる。なお、利用量やＩＤ登録数等の変動により、配信関連費や認証関連

費が増減する可能性があるが、仮に増額したとしても費用全体の中での調

整により上限内に収めることを想定しており、今回の試算にこの増減は見

込んでいない。 

また、地方向け放送番組に係る常時同時配信等業務については、３年度

については後述のとおり東京オリンピック・パラリンピックに関する費用

を見込む必要があることから、当初は支出を抑制しながら段階的に全国の

拠点放送局および地域放送局の見逃し番組配信を開始し、４年度以降費用

を増額し充実を図ることを前提とした。２年度末までに本部と大阪拠点放

送局の配信設備の整備を行い、南関東エリア以外の地域で放送された地方

向け放送番組の見逃し番組配信を開始することとしており、３年度当初は

これらの設備を用いて、大阪拠点放送局の番組をはじめ他の放送局で放送

した番組も含めて見逃し番組配信を実施するとともに、効率的な配信方法

についての検討・検証を進める。費用の算定にあたっては、３年度中に大

阪以外の拠点放送局で、４年度中に一部の地域放送局で設備整備を行い、

順次それらの設備の運用を開始することで、見逃し番組配信の充実を図る

ことを前提としており、昨年１０月に行った試算に比して費用を抑制しつ

つ、設備整備費用や配信番組数の増による配信費用等の増を見込んでいる

が、具体的な整備・運用方法については、上記の検討・検証を経て決定す

る。 

このほか、認証経費についてはプライバシー対策の強化を、その他の経

費については減価償却費の増減等を見込んでいる。 

国内インターネット活用業務のうち常時同時配信等業務以外の業務（以

下、「『上記以外の業務』」という。）については、常時同時配信等業務

の実施に伴い提供コンテンツを見直すなど既存業務の不断の見直しを行う

ことを前提としており、各年度において費用の削減を行うことを想定した。

例えば、３年度の配信関連費の見込みには、配信監視業務の効率化などに

よる経費の削減等を反映させている。また、３年度には東京オリンピッ

ク・パラリンピックおよび冬季の北京オリンピック・パラリンピック、４

年度にはワールドカップサッカー・カタール大会におけるデジタル展開に
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要する費用を見込んでいる。東京オリンピック・パラリンピックに関する

費用についても、現行実施基準のような別枠を設けず、「上記以外の業務」

の費用の一部として管理することとしている。そのため、下表においては、

対照のために記載している２年度予算も含め、「上記以外の業務」の中に

含んで記載している。なお、東京オリンピック・パラリンピックに関する

費用の３年度の見込みは１７億円である。このほか、気象情報の手話ＣＧ

の取り組みなどのユニバーサル・サービスに要する費用を見込んだほか、

防災・減災、感染症関連情報の提供、教育などの情報提供の取組を強化す

ることを想定した。ただし、上述のとおり費用を一層抑制的に管理するこ

とで、総額の圧縮を図る。 

国際インターネット活用業務については、世界に向けて日本の理解を促

進する情報や地域の魅力を伝える情報の発信を強化することや、訪日・在

留外国人が増加する中で災害時に命を守る情報など必要な情報を英語だけ

でなく、多くの言語で適切に提供していくことが一層重要になっている。

同時に、在外邦人の安全・安心を守るための情報発信もますます求められ

ている。インターネットは視聴環境の整備にかかる費用が放送に比べて低

廉である上に、モバイル端末などで簡便に情報を得られるなど利便性に優

れ、加えて、多言語化への対応も放送に比べて容易である。こうした点を

踏まえ、国際インターネット活用業務の充実を図る。既存業務の費用の見

直しを行い、必要な取り組みを効率的・効果的に実施することを前提とし

た２年度の実施費用をベースとしつつ、「ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）

（案）」で示したとおりインターネットの一層の活用のため、国際放送番

組の配信の強化や多言語化の推進、コンテンツの強化等に要する費用を見

込んだ。なお、国際放送番組の配信の強化については、在外邦人の安全・

安心を守るため、ニュースなどの邦人向けテレビジョン国際放送の一部番

組を海外向けに配信することや、外国人向けテレビジョン国際放送を外国

配信事業者のウェブサイト等を通じて配信することなどを想定している。 

以上の点を踏まえた令和３～５年度の２号受信料財源業務の費用の現時

点での見通しは、下表のとおりである。 
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（単位 億円） 

年  度        

項  目 

２ 

(予算) 
３ ４ ５ 

備考 

（主な支出内容） 

総 額 １８９ １９２ １８９ １９１  

国内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用業務 １６４ １６４ １５７ １５７  

常時同時配信等業務 ５４ ５４ ６２ ６４  

 
ｺﾝﾃﾝﾂ制作関連費 ２０ １８ ２０ ２２ 

サイトやアプリの構築・改修
費、フタ情報登録業務費及び
設備費、見逃しファイル制作
費及び設備費、権料 等 

配信関連費 １４ １６ １９ ２０ 
ＣＤＮや配信監視業務に係
る経費 等 

認証関連費 ９ １０ １３ １３ 
受信契約照合業務、認証基
盤経費、視聴者対応費 等 

その他 ９ １０ １０ ９ 
給与、退職手当・厚生費、
共通管理費、減価償却費 等 

上記以外の業務 １０９ １１０ ９５ ９３  

 
ｺﾝﾃﾝﾂ制作関連費 ５６ ６０ ５０ ５０ 

番組ホームページやポータ
ルサイト、アプリの構築・
改修費 等 

配信関連費 ２１ １７ １３ １３ ＣＤＮや配信監視業務に係
る経費 等 

その他 ３１ ３３ ３２ ３０ 給与、退職手当・厚生費、
共通管理費、減価償却費 

国際ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用業務 ２５ ２８ ３２ ３４  

 
業務関連費 １１ １３ １５ １６ 

サイトやアプリの構築・改修
費、放送番組等のインター
ネット配信に係る経費 等 

設備関連費 ９ １１ １２ １３ ＣＤＮや配信監視業務に係
る経費 等 

その他 ３ ４ ５ ５ 給与、退職手当・厚生費、
共通管理費、減価償却費 

    （注）令和２年度予算額は、単位未満の端数を切り捨てて表示している。 

上に示した金額や主な支出内容等は、あくまで、各事業年度に実施する

業務の内容を現段階で想定して費用を試算したものである。各事業年度の

実際の費用については、技術の進展等を受けたより効率的な実施方法の選

択や更なる費用削減努力を進めるとともに、協会の役割や社会的要請等を

踏まえた新規の取り組みの必要性等を総合的に勘案した上で、各事業年度

の収支の全体状況の中で、当該年度の予算・事業計画において決定し、実

施計画において公表する。 

上記の費用の見通しを踏まえたうえで、例えば常時同時配信等業務の想
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定を超える利用増に伴う費用の増加や、放送法上の努力義務（地方向け放

送番組の提供および他の放送事業者が行う配信業務への協力）や国際イン

ターネット活用業務をはじめとした協会の役割や社会的要請等を踏まえた

新規の取り組みの開始など、現時点では見通すことの出来ない将来の支出

があり得ること（一例を挙げれば、民間放送事業者との連携・協調に資す

る取り組みについては、事業者からの要請を踏まえながらその充実に要す

る費用を検討・調整することになる）を考慮して費用が年額２００億円を

超えないものと定めたところである。ただし、変更案第１７条第１項後段

に示しているとおり抑制的な管理に努めるとともに、第１８条に示してい

るとおり放送番組等の点検と提供の終了を行うことで、支出の増加は可能

な限り抑制していく。また、各事業年度における実施事項や要する費用に

ついても、第１７条第３項に示しているとおり、十分な説明と参考となる

情報の提供に努めていく。 

 

 

(2) ３号受信料財源業務 

 

ア 実施に要する費用 

年額１億円を超えない額とする。 

 

イ 計上する費用 

一般勘定の「国内放送番組等配信費」および「国際放送番組等配信費」

のうち、３号業務についての実施費用を計上する。 

また、上記業務に係る広報費、給与、退職手当・厚生費、共通管理費、

減価償却費を計上する。 

 

ウ 算定根拠 

実施基準第２９条に定める業務の内容、これまでの業務および費用の実

績等を勘案した。 

平成２７年度～令和元年度の実施実績は、災害等の緊急時における情報

提供２件（口永良部島噴火関連ニュース（２７年度）、北海道で震度７関

連ニュース（３０年度））、協会国際衛星放送および国際放送の放送番組
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の外国における視聴機会を拡大するための提供０件、その他公益上特に意

義がある場合の提供１件（ＮＨＫワールドラジオ日本（タイ語）の提供

（２７年度～））であり、費用実績はいずれの年度も０億円であった。し

かしながら、本業務は実施基準第２９条に定めるとおり、災害等の緊急時

や国際放送の視聴機会拡大等に係る業務として必要性がある場合に実施す

るものであり、具体的な金額規模の算定は困難であるが、一定程度の支出

（国内配信に係るコンテンツ制作関連費、配信関連費、国際配信に係る業

務関連費、設備関連費、それらの業務に係る給与、退職手当・厚生費、共

通管理費、減価償却費）を伴う形で業務を実施する可能性は常にあること

から、費用を算定した。 
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その他参考となるべき事項 

 

 

○ 一般勘定の収支の見込み 

 

令和３年度～５年度の収支（受信料収入を含む）の見込みは、令和３年４

月を始期とする中期経営計画において明らかにするが、放送法施行規則第 

１８条第２項第１号の規定に基づき、令和２年８月から９月にかけて実施し

た意見募集の際に公表した「ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）（案）」で示し

た収支の見通しは下表のとおりであり、また、当該意見募集の際に示した受

信料及び収支の見通しの算定根拠等（案）は別紙のとおりである。 

（単位 億円） 

年  度        

区  分 

２ 

(予算) 
３ ４ ５ 

事 業 収 入 ７,２０４ ６,９００ ６,９００ ６,９００ 

 うち受信料収入 ６,９７４ ６,７００ ６,７００ ６,７００ 

事 業 支 出 ７,３５４ ７,１５０ ６,９５０ ６,８５０ 

事業収支差 金 △ １４９ △ ２５０ △  ５０ ５０ 

 

 

（別添２） 
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ＮＨＫ経営計画における受信料及び収支の見通しの算定根拠等（案） 

 

 

本資料は、放送法施行規則第 18 条第 2 項にもとづき、ＮＨＫ経営計

画（2021－23 年度）における受信料及び収支の見通しの算定根拠等を

説明するものである。現時点での想定であり、新型コロナウイルス感

染症のさらなる感染拡大など、今後の社会・経済状況の変化などによ

っては見通しが変動する可能性がある。 

 

 

 事業収入について 

(単位:億円) 

年 度        

区 分 
2020 予算 2021 2022 2023 

事 業 収 入 ７,２０４ ６,９００ ６,９００ ６,９００ 

うち受信料収入 ６,９７４ ６,７００ ６,７００ ６,７００ 

 

✓受信料については、2020 年度に実施した受信料値下げが通期で影

響することに加え、新型コロナウイルス感染症に関する受信料の

免除、訪問活動の制限や経済情勢悪化に伴う契約件数の減少等の

影響により、2021 年度は、2020 年度予算比で 300 億円前後の大幅

な減収を想定している。 

✓極めて困難な事業環境ではあるが、公平負担の徹底の観点から、

▼支払率は 80％台を維持するとともに、▼衛星契約割合を引き続

き向上させ、公共放送・公共メディアの運営に必要な受信料収入

を確保する。 

✓受信料以外の収入としては、番組や技術に関するノウハウの多角

的活用や保有する施設などの有効活用による副次収入、関連団体

からの配当金などによる財務収入などについて、従前の規模を見

込んでいる。 

✓現時点では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた今後の社

会・経済状況を、2022 年度、2023 年度については、2021 年度の水

準の維持を想定している。 

 

（別紙）                  （令和２年８月４日公表） 
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 事業支出について 

 (単位:億円) 

年 度        

区 分 
2020 予算 2021 2022 2023 

事 業 支 出 ７,３５４ ７,１５０ ６,９５０ ６,８５０ 

                 

✓長期的な減収トレンドにあっても、「ＮＨＫらしさ」を追求し、コ

ンテンツ投資を充実させ、視聴者・国民のみなさまの求める多様

性・質の高さを実現するための支出を行う。 

✓そのため、“作り方改革”の推進、固定的経費への斬り込み、営業

経費の改革などの構造改革を集中的に実施することで、３か年で

630 億円程度の支出削減を行う。 

✓一方で、視聴者・国民のみなさまから強い要望をいただく、安全・

安心を支える放送・サービスや最先端のユニバーサル・サービス

などの領域に、130 億円程度を重点投資する※。 

✓質の高いコンテンツの提供と合理的なコストの両輪を徹底し、

2022 年度以降、事業規模は 7,000 億円を下回り、6,000 億円台の

規模に抑えて、「スリムで強靭なＮＨＫ」を実現していく。 

 ※なお、社会貢献など、法的要請も含め求められる後発事象については、計画期間内

であっても、収支の改善する範囲において別途対応していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業支出の推移イメージ 
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① 構造改革について    

 

削減規模 ６３０億円程度 

（参考：令和２年度予算の総合テレビの支出（全国放送番組費〔地上放送〕） 

は約６５３億円） 

 

⑴ 「“作り方改革”の推進」 

✓コンテンツ制作はＮＨＫ本体を中心とし、競争力を高めつつ制作

の総量を削減し、あわせて番組委託費を見直す。 

✓制作工程の標準化や効率化を進め、東京オリンピック・パラリン

ピックで実施する放送・サービスの縮小などによる、制作経費の

見直しなどに取り組む。 

 

⑵ 「高品質コンテンツの横断活用」 

✓国際放送番組は国内放送番組との一体制作をいっそう推進し、番

組委託を効率化する。また、地域放送番組の全国放送・国際放送

への展開も進める。 

✓国際放送は、これまで放送を主体とし、視聴可能世帯の拡大に取

り組んできたが、これを転換してインターネット配信の活用を進

める。 

 

削減規模（⑴＋⑵）３００億円超 

（参考：令和２年度予算のＢＳプレミアムの支出（全国放送番組費 

〔衛星放送〕）は約２７７億円） 

 

⑶ 「固定的経費への斬り込み」 

✓スポーツ放送権料などの絞り込み、ＮＨＫ独自の仕様や現場部門

からの要求に沿った、これまでの設備投資のあり方の見直し、シ

ンプル化・集約化・クラウド化によるシステムの効率化などを進

める。 

 

削減規模 １５０億円超 

 

⑷ 「営業経費の構造改革」 

✓外部委託法人の集約化や委託費の見直し、訪問要員の削減などを

進める。 

 

削減規模 ８０億円程度 
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⑸ 「間接業務のスリム化・高度化」 

✓業務の徹底した簡素化や本部機能のスリム化・高度化、ＡＩなど

を利用した事務の自動化・省力化、そして今後、業務委託が縮小

していくことや定年延長を前提とした、職員採用の規模の見直し

などを進める。 

 

削減規模 ３０億円程度 

 

⑹ 「経常的経費の削減」 

✓ペーパーレス推進による経費削減、テレワークの推進による出張

旅費の抑制、備品・消耗品の購入見直しなど、経常的な経費の削

減に取り組む。 

 

削減規模 ３０億円程度 

 

 

② 重点投資について    

 

投資規模 １３０億円程度 

 

⑴ 「安全・安心を支える」  

✓専門分野に知見を持つ取材者等による信頼できるコンテンツを、

放送による一斉同報とデジタル技術を効果的に連動させ、よりパ

ーソナルな形で提供する報道・サービスを強化する。 

✓平常時の視聴者コミュニケーションを通じて地域の防災力強化

に貢献し、災害時にはデジタルを最大限活用したきめ細かな情報

提供を行うことによって、平常時から発災・復興支援まで、一人

ひとりの要請に応えられる放送・サービスの実現を進める。 

 

投資規模 １０億円程度 

（参考：令和２年度予算の報道取材費（国内取材）は約１９２億円） 

 

⑵ 「新時代へのチャレンジ」 

✓大型のシリーズ番組やコンテンツを、放送・デジタルそれぞれの

特性に最適化しながら提供することや、多彩で便利な教育・教養

コンテンツを提供して、さまざまな人たちの暮らしや学習を幅広

く支援する取り組みを進める。 
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⑶ 「あまねく伝える」 

Ⅰ.番組のジャンル別管理の徹底による編成や、インターネット配

信を含むポートフォリオ管理の最適化などにより、すべての人に

あまねく情報を届ける取り組みなどを進める。 

 

投資規模（⑵＋⑶Ⅰ）５０億円程度 

 

Ⅱ.最先端のユニバーサル・サービスなどの研究・開発を推進し、

インターネット配信を効果的に活用した、多言語による国際発信

などを、訪日・在留外国人も含めてきめ細かく提供する。 

 

投資規模（⑶Ⅱ）４０億円程度 

（参考：令和２年度予算の「人にやさしい放送・サービス」は約３０億円） 

 

⑷ 「社会への貢献」 

✓ＮＨＫが持つ高品質・高画質の映像制作技術を使って、各地の伝

統文化、歴史遺産を記録して未来に伝える取り組みや、放送・メ

ディア産業や人材を維持・育成する取り組みを支援する。 

 

投資規模 ５億円程度 

 

⑸ 「人事制度改革」 

✓「ＮＨＫらしさ」を生み出す、職員一人ひとりの創造性や専門性

を高めるための取り組みなど、人材育成・開発を強化する。 

 

投資規模 １０億円程度 

 

⑹ その他 

✓受信料について、公平負担のいっそうの徹底と、営業経費のさら

なる抑制を図るため、訪問によらない活動の強化など効率的・効果

的な営業改革に取り組む。 

 

投資規模 １０億円程度 
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 受信料について 

✓上記のとおり、構造改革を通じて支出規模を圧縮しつつ、視聴

者・国民のみなさまのニーズに積極的に応えていくために重点投

資を行い、「受信料の価値の最大化」を図る。          

一方、さまざまな災害などに備える財政安定のための繰越金を一

定規模で堅持することに努め、３か年の収支に基づき、受信料水

準については、現行の料額を維持する。 

 

 インターネット活用業務に係る事項について 

2019 年 12 月 8 日、総務省に提出した「ＮＨＫインターネット活用

業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本

的な考え方」に関するＮＨＫの検討結果において、インターネット

活用業務に関して、 

・地方向け放送番組の提供について、2021 年度以降の拠点放送局

における設備整備の計画、サービスの内容、実施時期等は、次期中

期経営計画の中で具体化させる 

・費用の抑制的管理のための具体的な仕組みについて、ＩＴ関連の 

経費抑制に精通した専門家など外部の知見などを参考に、実現に向

けて次期中期経営計画で示すことを目指す 

とした事項についての考え方は、以下のとおりである。 

 

① 地方向け放送番組の提供について 

✓３か年の計画期間中に、拠点放送局において地方向け放送番組

の提供に必要となる設備の整備を行う。具体的な計画等につい

ては 2021 年の本計画の議決の際に示す。 

 

② 費用の抑制的管理のための具体的な仕組みについて 

✓インターネット活用業務を含め、ＩＴ関連投資の適正性を評価す

る仕組みを検討するチームを立ち上げ、外部専門家の知見も活用

して、ＩＴガバナンスを強化する手引きの整備や 2021 年度以降

に本格的な評価態勢を構築するための検討作業を開始するとと

もに、今後実施するインターネット活用業務の一部について費用

の抑制的管理を試行的に進めていく。 
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 放送法第７１条の２に係る事項について 

 

○協会が行う主な業務の種類及び内容 

 

⑴ 国内放送 

テレビジョンにおいて、地上放送で、総合テレビジョン及び教育テ

レビジョンの放送を実施する。衛星放送では、高精細度テレビジョ

ン放送としてＢＳ１及びＢＳプレミアムの放送を実施するととも

に、超高精細度テレビジョン放送としてＢＳ４Ｋ及びＢＳ８Ｋの放

送を実施する。ラジオにおいて、アナログ方式により第１放送、第

２放送、ＦＭ放送を実施する。 

地上放送及び衛星放送において、ステレオ放送、２か国語放送、解

説放送、字幕放送、データ放送を実施する。地上放送のデータ放送

では、主に携帯型受信機に向けたサービス「ワンセグ」を実施する。 

 

⑵ 国際放送  

テレビジョン国際放送については、衛星を使用して、邦人向け放送

及び外国人向け放送を実施する。ラジオ国際放送については、短波・

中波・超短波放送を実施するとともに、衛星による放送を実施する。 

 

⑶ インターネット活用業務  

総務大臣の認可を受けた実施基準に基づき、インターネットを活用

して放送番組等（放送番組及び理解増進情報）を提供する。 

 

⑷ 調査研究 

放送番組及び放送技術の両分野にわたって調査研究活動を行う。 

 

⑸その他 

このほか、放送法２０条２項（上記⑶を除く）及び３項の業務を実

施する。 
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